
 

別表（使用料 第５条関係） 

 分 類 の 説 明  申 請 物 の 例  計 算 式 使用料の率 

 

 

1 

 

 

コースの用品に関わ

るもの 

 

 

ティーマーク 

ティーグラウンド 

掲示板、カップ等 

 

 

 

本体価格×率×売上数量 

（使用料の率） 

 

 

０．０１５ 

 

 

2 

 

 

パークゴルフ用具専

用の用品 

 

 

クラブケース 

ボールケース 

その他スコア票等 

 

 

 

本体価格×率×売上数量 

（使用料の率） 

 

 

同 上 

 

 

3 

 

 

パークゴルフ以外に

使用が可能な用品 

 

 

 

帽子、靴、靴下、手袋 

衣服類等 

 

 

 

本体価格×率×売上数量 

（使用料の率） 

 

 

同 上 

 

 

4 

 

 

その他の用品 

 

 

旅行会社のパンフ・ 

包装紙・パッケージ 

その他類するもの 

 

 

 

1申請につき  １５，０００円 

 

 

 

 

5 

 

 

上記区分 １、２、３、の申請にかかわる使用料の額が、４，５００円未満のときは、 

１律４，５００円とする。 

（別途消費税） 


